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税務訴訟資料 第２６７号－４２（順号１２９９１） 

静岡地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税決定処分等取消請求事件 

国側当事者・国（島田税務署長） 

平成２９年３月９日棄却・控訴 

 

判 決 

原告 甲 

上記訴訟代理人弁護士 杉田 直樹 

被告 国 

上記代表者法務大臣 金田 勝年 

処分行政庁 島田税務署長 

上記指定代理人 安岡 美香子 

同 千葉 杏奈 

同 平山 未知留 

同 寺本 大介 

同 鈴木 英嗣 

同 髙松 浩之 

同 村松 宣之 

同 大井 辰徳 

同 森 清二 

同 竹川 徳行 

同 栗田 仁司 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 島田税務署長が平成２７年２月１３日付けで原告に対してした原告の平成２２年分所得税の

決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要等 

 本件は、原告が、自らが代表取締役を務める株式会社が契約していた新逓増定期保険契約に

つき、契約者たる地位を承継した後、上記契約を解約して解約払戻金を受領したが、確定申告

をしなかったところ、島田税務署長（以下「処分行政庁」という。）が、上記解約払戻金は一

時所得に該当し、所得税の納税義務が生じるなどとして、原告に対し、平成２２年分所得税の

決定処分（以下「本件決定処分」という。）及び無申告加算税の賦課決定処分（以下「本件賦

課決定処分」といい、本件決定処分と併せて「本件各処分」という。）を行ったことにつき、

原告が、本件各処分には所得税法３４条２項の解釈適用を誤った違法があるなどとして本件各
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処分の取消しを求める事案である。 

１ 前提事実（争いがないか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

（１）原告等 

 訴外株式会社Ａ（以下「本件会社」という。）、は、自動制御装置の設計等を目的とする株

式会社であり、設立以来、原告が代表取締役を務めている。 

（２）本件会社による保険契約の締結（乙９） 

 本件会社は、平成１９年３月２８日、Ｂ生命保険株式会社（以下「本件保険会社」とい

う。）との間で、保険契約者及び死亡保険金受取人を本件会社、被保険者を原告とする以下

の内容の新逓増定期保険契約（以下「本件保険契約」という。）を締結した。 

ア 保 険 証 券 番 号  ●●●● 

イ 保険期間（支払期間） ４７歳から６８歳まで（平成１９年３月２８日から

平成４０年３月２７日まで） 

ウ 基 本 保 険 金  １億４０００万円 

エ 保 険 料 １年当たり９１７万８２６０円 

オ 保 険 料 の 支 払 方 法 年１回払 

（３）本件会社による保険料の支払等 

 本件会社は、平成１９年３月２８日、平成２０年３月２７日及び平成２１年３月２７日、

本件保険会社に対し、本件保険契約に基づき、保険料各９１７万８２６０円（合計２７５３

万４７８０円）を支払った（以下「本件会社支払済保険料」という。）。 

 本件会社は、本件会社支払済保険料を各支払日の属する事業年度の厚生費又は福利厚生費

として損金処理した。 

（４）本件保険契約上の地位の譲渡及び対価の支払 

 本件会社は、原告に対して本件保険契約の契約者の地位を譲渡することとし、平成２２年

２月１６日（弁論の全趣旨）、本件保険会社に対し、本件保険契約の内容のうち、保険契約

者を本件会社から原告に、死亡保険金受取人を本件会社から原告の子に、保険料の支払方法

を年１回払から毎月払に変更する旨を請求した。本件保険会社は、上記請求に応じ、同月１

８日、変更手続を完了し、原告に対し、翌１９日、変更手続の完了を通知した。 

 原告は、同年４月１６日、本件会社に対し、本件保険契約の契約者の地位の譲渡の対価と

して、変更手続完了時点の本件保険契約における解約払戻金額と同額の４９７万４２００円

を支払った（以下「本件対価」という。）。 

（５）原告による保険料の支払及び本件保険契約の解約 

 原告は、平成２２年３月１２日、本件保険会社に対し、本件保険契約に基づき、保険料７

９万４３６０円を支払った（以下「原告支払済保険料」という。）。 

 原告は、同月２９日、本件保険会社に対し、本件保険契約の解約を請求した。本件保険会

社は、これに応じ、同年４月５日、原告に対し、解約手続の完了を通知するとともに、本件

保険契約の解約払戻金として、２５６５万６４００円を支払った（以下「本件解約払戻金」

という。）。 

（６）本件各処分等 

 課税対象となる一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額」から「その収入を得る

ために支出した金額」の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金



3 

額とされているところ（所得税法３４条２項）、原告は、原告支払済保険料に加え、本件会

社支払済保険料も「その収入を得るために支出した金額」に含まれるものであり、原告支払

済保険料及び本件会社支払済保険料の合計額が「一時所得に係る総収入金額」である本件解

約払戻金の額を上回ることとなったため、一時所得の金額は生じないと判断し、法定申告期

限である平成２３年３月１５日までに平成２２年分の所得税の確定申告をしなかった（甲

６）。 

 処分行政庁は、「その収入を得るために支出した金額」は原告支払済保険料及び本件対価

の額のみであり、平成２７年２月１３日付けで、原告に対し、平成２２年分の所得税として

３３５万３８００円を賦課する旨の本件決定処分及び無申告加算税６４万５０００円を賦課

する旨の本件賦課決定処分を行った。 

（７）原告の異議申立て及び審査請求 

 原告は、本件各処分を不服とし、平成２７年３月３１日、処分行政庁に対し、本件各処分

に対する異議申立てをしたが、処分行政庁は、同年５月２７日、原告の異議申立てをいずれ

も棄却する旨の決定をした。 

 原告は、これを不服として、同年６月２４日（甲６）、国税不服審判所長に対し、本件各

処分に対する審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成２８年２月１９日、原告の審査

請求をいずれも棄却する旨の決定をした。 

（８）本件訴訟の提起 

 原告は、当庁に対し、平成２８年５月１３日、本件訴訟を提起した。 

（９）関係法令等の定め 

 関係法令等の定めは、別紙１のとおりである。 

２ 争点及びこれに関する当事者の主張 

（１）争点（１）（本件会社支払済保険料が所得税法３４条２項の「その収入を得るために支出

した金額」に該当するか）について 

（被告の主張） 

 所得税の課税対象である「所得」の意義について、所得税法は明文で定めていないが、個

人に帰属する収入金額から当該個人がその収入を得るために支出した必要経費等を控除して、

担税力・純資産の増加を把握するものであるから、同法３４条２項規定の一時所得の金額の

計算において総収入金額から控除すべき「その収入を得るために支出した金額」とは、当該

一時所得に係る収入を得た個人が支出した金額をいうのであって、当該個人以外の者が支出

した金額がこれに含まれないことは明らかである。最高裁判所平成●●年（○○）第●●号

平成２４年１月１３日第二小法廷判決・民集６６巻１号１頁（以下「平成２４年判決」とい

う。）も、一時所得に係る支出が「その収入を得るために支出した金額」に該当するために

は、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければ

ならないと判示している。本件では、本件会社支払済保険料は本件会社が支払い、本件会社

において厚生費又は福利厚生費として損金処理されているのであり、原告自らが負担して支

出したとはいえない。したがって、本件会社支払済保険料は「その収入を得るために支出し

た金額」に該当しないから、これを本件解約払戻金に係る一時所得の金額の計算において控

除すべきではない。 

 なお、所得税法施行令（以下、特に断らない限り、平成２３年政令第１９５条による改正
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前のものをいう。）１８３条２項２号については、一時所得の額から控除する保険料又は掛

金の総額は、課税済みの本人負担分に限られ、使用者が負担した保険料又は掛金で給与所得

として課税が行われていないものは控除する保険料又は掛金の総額から除くこととするとの

解釈が示されており、平成２４年判決も、所得税法施行令１８３条２項２号が一時所得の金

額の計算において支出した金額に算入すると定める保険料等の総額を、保険金の支払を受け

た者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきとしている。 

 また、所得税基本通達３４－４（以下、特に断らない限り、平成２４年２月１０日付け課

個２－１１・課審４－８による改正前のものをいう。）は、当該収入を得た個人の一時所得

の算定に当たって、給与所得として課税が行われるなどして当該一時所得に係る収入を得た

個人が実質的に負担していると認められる金額を控除の対象とすることを明らかにしたもの

である上、平成２４年判決も、所得税基本通達３４－４が、平成２４年判決が判示した所得

税法３４条２項及び所得税法施行令１８３条２項２号の解釈を妨げるものではない旨判示し

ている。 

（原告の主張） 

 憲法８４条の定める租税法律主義は、国民の経済生活における法的安定性及び予測可能性

を保障する趣旨で定められたものであることからすれば、租税法規は、明確かつ一義的であ

ることが強く期待され、その解釈に当たっては、法令の文言が最重視されてしかるべきであ

る。この点、所得税法３４条２項は、「その収入を得るために支出した金額」について、当

該一時所得に係る収入を得た個人が負担した金額に限るという限定は一切付していない。ま

た、所得税法施行令１８３条２項２号は、保険料又は掛金の「総額」を「その収入を得るた

めに支出した金額」に算入する旨定めているから、当該一時所得に係る収入を得た個人が負

担した金額に限らないとすべきであるし、同号イないしニにおいて、「その収入を得るため

に支出した金額」に算入しない掛金等を個別具体的に列挙しているところ、これらに本件保

険契約に基づく保険料は含まれていないから、これら以外に控除が認められない場合がある

とは到底解することはできない。さらに、所得税基本通達３４－４は、所得税法施行令１８

３条２項２号に規定する保険料又は掛金の総額には、その一時金の支払を受ける者以外の者

が負担した保険料又は掛金の額も含まれる旨を明確に定めていた。 

 このように、所得税法３４条２項と一体として租税規範を構成する所得税法施行令１８３

条２項２号及び所得税基本通達３４－４の解釈を踏まえれば、所得税法３４条２項の「その

収入を得るために支出した金額」とは、当該一時所得に係る収入を得た個人が負担した金額

に限られるものではないと解するのが相当であり、平成２４年判決は速やかに変更されるべ

きである。したがって、本件会社支払済保険料は、「その収入を得るために支出した金額」

に該当するから、これを本件解約払戻金に係る一時所得の金額の計算において控除すべきで

ある。 

（２）争点（２）（本件各処分が平等原則に違反するものであるか）について 

（原告の主張） 

 一般財団法人大蔵財務協会が発行する「改正税法のすべて（平成２３年版）」（甲７）には、

生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算等における保険料又は掛金の総額につ

いて、その保険金の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれ、使用

者が負担した保険料又は掛金で給与等として課税されなかったものの額も保険料又は掛金の
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総額に含まれるものとして取り扱われてきた旨の記述がある。このように、当該一時所得に

係る収入を得た個人以外の者が負担した保険料又は掛金の額を「その収入を得るために支出

した金額」として「一時所得に係る総収入金額」から控除することが適法であると取り扱わ

れた事例が多数存在するにもかかわらず、処分行政庁が、本件会社支払済保険料が「その収

入を得るために支出した金額」に該当しないとして本件各処分を行ったことは、法の下の平

等原則（憲法１４条１項）に違反するものであるから、本件各処分は無効である。 

（被告の主張） 

 課税における平等とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対して等しく適用するとい

うことであり、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対

して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、また、法を正しく適用すること

が平等原則に反することにならないことは明らかというべきである。したがって、仮に、当

該一時所得に係る収入を得た個人以外の者が支出した金額を「その収入を得るために支出し

た金額」に該当するものとして控除を認めた例があったとしても、そのことのみをもって、

法を正しく適用した本件各処分が平等原則に違反するとはいえない。 

（３）争点（３）（本件各処分が租税法律主義に反するか）について 

（原告の主張） 

ア 所得税法施行令１８３条及び所得税基本通達３４－４は、原告の平成２２年分所得税の

法定申告期限である平成２３年３月１５日よりも後に改正されており、平成２４年判決も、

同日より後に言い渡されたものである。そうすると、原告は、法定申告期限当時における

所得税法施行令１８３条及び所得税基本通達３４－４の文言並びに上記（１）で主張した

とおりの所得税法３４条２項の正当な解釈に従って一時所得の額及び申告義務の有無等を

判断すれば足りたのであり、原告が、本件解約払戻金に係る一時所得が生じず、確定申告

を要しないと判断したのは当然である。このことに加え、上記（２）のとおり、当該一時

所得に係る収入を得た個人以外の者が負担した保険料又は掛金の額を「その収入を得るた

めに支出した金額」として「一時所得に係る総収入金額」から控除することが適法である

と取り扱われた事例が多数存在するにもかかわらず、処分行政庁が本件各処分を行ったこ

とは、税務実務における一種の信義則に反し、法定申告期限当時における租税法規の文言

及び正当な解釈に基づかずに現行の租税を変更したものであるから、租税法律主義（憲法

８４条）に違反するといえ、無効である。 

イ また、租税法規はいわゆる侵害規範であるから、課税要件は一義的で明確でなければな

らず（租税要件明確主義）、さらに、新たに租税を課すには法律によることを要するもの

であり（憲法８４条）、これは、同じく侵害規範である刑事法における罪刑法定主義及び

遡及処罰の禁止（憲法３９条）と通底するものである。しかしながら、本件においては、

法定申告期限当時の租税法規の文言及びその正当な解釈に基づく限り、原告には所得税の

納税義務が発生しなかったにもかかわらず、その後に改正された所得税法施行令１８３条

及び所得税基本通達３４－４の文言並びに平成２４年判決に基づき、本件各処分がなされ

たものである。これは、事後法ないし事後判決による遡及課税にほかならず、租税法律主

義に違反するといえ、無効である。 

（被告の主張） 

 上記（１）において主張したとおり、「その収入を得るために支出した金額」とは、当該
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一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出した金額をいうことは明らかであるから、

原告が本件保険会社から本件解約払戻金を受領した平成２２年当時においても、原告が申告

義務を負っていたことは明白である。原告は、あたかも所得税法施行令１８３条及び所得税

基本通達３４－４の改正によって初めて自ら支出していない保険料又は掛金の控除を認めな

い旨が規定されたかのように主張するが、これらの規定の改正は、使用者が負担した保険料

又は掛金で「その収入を得るために支出した金額」に該当するのは当該一時所得に係る収入

を得た個人が支出した金額に限るとの従前からの内容を明確化したものに過ぎず、処分行政

庁は、平成２４年判決以前から一貫して上記解釈に従って処分等を行っているのであるから、

本件各処分が租税法律主義に反することにはならない。 

（４）争点（４）（原告が平成２２年分の所得税の確定申告を法定申告期限内にしなかったこと

につき正当な理由があるか）について 

（原告の主張） 

 上記（１）において主張したとおり、本件における法定申告期限当時の租税法規の文言及

びその正当な解釈に基づく限り、原告には所得税の納税義務が発生していなかったのである

から、原告が、平成２２年分の所得税の確定申告を要しないと考えるのは当然の理である。

したがって、原告には、平成２２年分の所得税の確定申告を法定申告期限内にしなかったこ

とについて「正当な理由」（国税通則法（平成２８年３月法律１５号による改正前のもの。

以下同じ。）６６条１項ただし書）があるから、本件賦課決定処分は違法である。 

（被告の主張） 

 最高裁判所平成２４年１月１６日第一小法廷判決（判例時報２１４９号５８頁）は、過少

申告加算税に係る「正当な理由」について、「過少申告加算税は、過少申告による納税義務

違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであり、これによって、当

初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、

過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の

実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば、国税通則法６５条４項にい

う『正当な理由があると認められる』場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない

客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過

少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であ

る。」と判示している。無申告加算税は、適正に法定申告期限までに申告した者とこれを怠

った者との間に生じる不公平を是正するとともに、申告義務違反の発生を防止するための行

政上の措置であるという点において、過少申告加算税とその趣旨を共通にするため、国税通

則法６６条１項ただし書の「正当な理由」についても上記判示が妥当するというべきである。 

 本件においては、原告は、単に所得税法３４条２項の法令解釈を誤ったというに過ぎず、

課税実務上の運用あるいは税務当局ないしその関係者が示した見解に従ったなどの事情も何

ら認められないのであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があ

り、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たらないことは明ら

かである。したがって、原告には、平成２２年分の所得税の確定申告を法定申告期限内にし

なかったことについて「正当な理由」がないから、本件賦課決定処分は適法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件会社支払済保険料が所得税法３４条２項の「その収入を得るために支出し
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た金額」に該当するか）について 

（１）所得税法は、２３条ないし３５条において、所得をその源泉ないし性質によって１０種類

に分類し、それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ、これらの計算方法は、

個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出たも

のと解される。一時所得についてその所得金額の計算方法を定めた同法３４条２項もまた、

一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図る趣旨のものであり、同項が「そ

の収入を得るために支出した金額」を一時所得の金額の計算上控除するとしたのは、一時所

得に係る収入のうちこのような支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させるもの

ではないことを考慮したものと解されるから、ここにいう「支出した金額」とは、一時所得

に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが上記の

趣旨にかなうものである。また、同項の「その収入を得るために支出した金額」という文言

も、収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを前提としたものというべきである。

したがって、一時所得に係る支出が所得税法３４条２項にいう「その収入を得るために支出

した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出した

ものといえる場合でなければならないと解するのが相当である（平成２４年判決）。 

（２）ア これに対し、原告は、所得税法３４条２項には、「その収入を得るために支出した金

額」を当該一時所得に係る収入を得た個人が負担した金額に限るというような限定は一

切付されていないと主張する。しかしながら、上記（１）のとおり、所得税法３４条２

項の「その収入を得るために支出した金額」という文言は、収入を得る主体と支出をす

る主体が同一であることを前提としたものというべきである。すなわち、同項が、「支

出された」という文言ではなく、「支出した」という文言を用いているのは、その収入

を得る主体が支出した金額のみ控除の対象とすることを表したものと解するのが自然で

あり、同項に「その収入を得るために支出した金額」を当該一時所得に係る収入を得た

個人が負担した金額に限るというような限定が一切付されていないとはいえない。した

がって、同項の文言を根拠として、「その収入を得るために支出した金額」が当該一時

所得に係る収入を得た個人が負担した金額に限らないとはいえない。 

イ また、原告は、所得税法３４条２項と一体として租税規範を構成する所得税法施行令

１８３条２項２号及び所得税基本通達３４－４の解釈を踏まえれば、所得税法３４条２

項の「その収入を得るために支出した金額」とは、当該一時所得に係る収入を得た個人

が負担した金額に限られるものではないと解するのが相当であると主張する。しかしな

がら、下位規範である政令が上位規範である法律の解釈を決定づけるものとすべきでは

なく、法律と整合的に解釈されるべきであり、通達も、同様に法律と整合的に解釈され

るべきであるところ、所得税法施行令１８３条２項２号についても、上記（１）の理解

と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した

金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担

して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえな

い保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできず、所得税基本通

達３４－４も、以上の解釈を妨げるものではない（平成２４年判決）。したがって、こ

の点に関する原告の主張を採用することはできない。 

（３）以上の解釈を前提に本件について検討するに、前提事実（３）のとおり、本件会社支払済
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保険料は、当時本件保険契約の契約者であった本件会社から本件保険会社に対して支払われ

たものであるが、本件会社がこれを厚生費又は福利厚生費として損金処理したことに争いは

ない。そうすると、本件会社支払済保険料については、原告において保険料を自ら負担して

支出したものと解すべき事情があるとはいえず、原告が自ら負担して支出したとはいえない。

したがって、本件会社支払済保険料は、所得税法３４条２項の「その収入を得るために支出

した金額」に該当するとはいえない。 

２ 争点（２）（本件各処分が平等原則に違反するものであるか）について 

 原告は、当該一時所得に係る収入を得た個人以外の者が負担した保険料又は掛金の額を「そ

の収入を得るために支出した金額」として「一時所得に係る総収入金額」から控除することが

適法であると取り扱われた事例が多数存在するにもかかわらず、処分行政庁が、本件会社支払

済保険料が「その収入を得るために支出した金額」に該当しないとして本件各処分を行ったこ

とは、法の下の平等原則（憲法１４条１項）に違反すると主張する。 

 しかしながら、仮に、法を適用すべき者に対して、法を適用してなすべき処分がなされない

ことが現実にあったとしても、それは、そのこと自体が法の適用における平等にかなわない結

果となっているに過ぎず、法を適用すべき者に対して法を適用することは、法の適用における

平等にかなうものであるから、法の下の平等原則に違反するとはいえない。そして、上記１に

おいて検討したとおり、本件会社支払済保険料は、所得税法３４条２項の「その収入を得るた

めに支出した金額」に当たらない以上、仮に当該一時所得に係る収入を得た個人以外の者が負

担した保険料又は掛金の額を「その収入を得るために支出した金額」として「一時所得に係る

総収入金額」から控除することが適法であると取り扱われた事例が存在したとしても、本件各

処分が法の下の平等原則に違反するとはいえない。したがって、この点に関する原告の主張を

採用することはできない。 

３ 争点（３）（本件各処分が租税法律主義に反するか）について 

（１）ア 原告は、法定申告期限当時における所得税法施行令１８３条及び所得税基本通達３４

－４の文言並びに所得税法３４条２項の正当な解釈に従えば、原告が、本件解約払戻金

に係る一時所得が生じず、確定申告を要しないと判断したのは当然であり、また、当該

一時所得に係る収入を得た個人以外の者が負担した保険料又は掛金の額を「その収入を

得るために支出した金額」として「一時所得に係る総収入金額」から控除することが適

法であると取り扱われた事例が多数存在するにもかかわらず、処分行政庁が本件各処分

を行ったことは、税務実務における一種の信義則に反し、法定申告期限当時における租

税法規の文言及び正当な解釈に基づかずに現行の租税を変更したものであるから、租税

法律主義（憲法８４条）に違反するといえ、無効であると主張する。 

イ しかしながら、本件における法定申告期限当時の所得税法施行令１８３条及び所得税

基本通達３４－４の文言に照らしても、一時所得に係る支出が所得税法３４条２項の

「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個

人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解されること

は、上記１において検討したとおりである。したがって、本件各処分が法定申告期限当

時における租税法規の文言及び正当な解釈に基づかずに、現行の租税を変更したものと

はいえない。 

ウ また、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規の適用
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における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税

を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が

存する場合に初めて信義則の適用の是非を考えるべきものであり、上記特別の事情が存

するかどうかの判断に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解

を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、

のちに上記表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受ける

ことになったものであるかどうか等を考慮すべきである（最高裁判所昭和●●年（○

○）第●●号昭和６２年１０月３０日第三小法廷判決・集民１５２号９３頁参照）。 

 これを本件についてみるに、本件全証拠を総合しても、原告が処分行政庁等から、本

件会社支払済保険料が「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨の公的見解

を表示されたなどの事実は認められず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平

という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保

護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとはいえない。したがっ

て、仮に当該一時所得に係る収入を得た個人以外の者が負担した保険料又は掛金の額を

「その収入を得るために支出した金額」として「一時所得に係る総収入金額」から控除

することが適法であると取り扱われた事例が存在したとしても、本件各処分について、

信義則の法理の適用を考える余地はない。よって、この点に関する原告の主張を採用す

ることはできない。 

（２）さらに、原告は、法定申告期限当時の租税法規の文言及びその正当な解釈に基づく限り、

原告には所得税の納税義務が発生しなかったにもかかわらず、その後に改正された所得税法

施行令１８３条及び所得税基本通達３４－４の文言並びに平成２４年判決に基づき本件各処

分がなされたものであるから、事後法ないし事後判決による遡及課税にほかならず、租税法

律主義に違反すると主張する。 

 しかしながら、本件における法定申告期限当時の所得税法施行令１８３条及び所得税基本

通達３４－４の文言に照らしても、一時所得に係る支出が所得税法３４条２項の「その収入

を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら

負担して支出したものといえる場合でなければならないと解されるのは上記１において検討

したとおりである。したがって、本件各処分が、事後法ないし事後判決による遡及課税であ

るとはいえない。よって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 

４ 争点（４）（原告が平成２２年分の所得税の確定申告を法定申告期限内にしなかったことに

つき正当な理由があるか）について 

（１）無申告加算税は、無申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対

して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客

観的不公平の実質的な是正を図るとともに、無申告による納税義務違反の発生を防止し、適

正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。このよ

うな無申告加算税の趣旨に照らせば、国税通則法６６条１項ただし書にいう「正当な理由が

あると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があ

り、上記のような無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課す

ることが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である（過少申告加算税におけ

る「正当な理由」（同法６５条４項）について判断した最高裁判所平成●●年（○○）第●
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●号平成１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁参照）。 

（２）これを本件についてみるに、所得税基本通達３４－４は、その本文の文言のみを見れば、

本件解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、本件会社支払済保険料を控除することが許

容されると理解する余地のあるものである。しかしながら、通達は、法律と整合的に解釈さ

れるべきであるところ、一時所得に係る支出が所得税法３４条２項の「その収入を得るため

に支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支

出したものといえる場合でなければならないと解されるのは上記１において検討したとおり

である。また、大蔵省主税局企画官が執筆し、財団法人大蔵財務協会（現在は一般財団法人

大蔵財務協会である。以下同じ。）が発行した「昭和６２年改正税法のすべて」（乙１７、昭

和６２年発行）には、生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算の改正に

ついて、「一時金等の額から控除する保険料又は掛金の総額は、課税済の本人負担分に限ら

れ［…］事業主が負担した保険料又は掛金で給与所得として課税が行われていないものは、

その控除する保険料又は掛金の総額から除くこととされています。」と明記されていること、

財団法人大蔵財務協会が発行した「平成２１年版所得税基本通達逐条解説」（乙１８、平成

２１年発行）には、「事業主が負担した保険料等で給与所得としての課税が行われていない

ものは、上記の控除する保険料等には含まれないのは当然のことである」と明記されている

ことが認められ、解説書においても、「その収入を得るために支出した金額」に該当するた

めには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなけ

ればならないとの解釈が示されていたといえる。これらの事情及び原告が本件解約払戻金に

係る一時所得の申告の要否について処分行政庁等に問合せをしたことなどをうかがわせる事

情は見当たらないことからすれば、本件の事実関係の下においては、真に納税者の責めに帰

することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無

申告加算税を賦課することが不当又は酷になる事情があるということはできず、国税通則法

６６条１項ただし書にいう「正当な理由があると認められる」場合に該当するとはいえない。

したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。 

５ 本件各処分についての小括 

 以上のとおり、本件各処分についての原告の主張はいずれも理由がなく、それ以外の点につ

いて、被告が主張する所得税の税額の計算の基礎となる金額及び計算方法に争いはない。そう

すると、原告が納付すべき平成２２年分の所得税の額は別紙２「本件各処分により納付すべき

税額」記載１のとおり、３３５万３８００円であり、本件決定処分によって課された所得税の

金額はこれと一致するから、本件決定処分は適法なものということができる。また、原告が納

付すべき無申告加算税の額は別紙２「本件各処分により納付すべき税額」記載２のとおり、６

４万５０００円であり、本件賦課決定処分によって課された所得税の金額はこれと一致するか

ら、本件賦課決定処分は適法なものということができる。 

６ 結論 

 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担に

つき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

静岡地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 細矢 郁 
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   裁判官 中嶋 功 

   裁判官 大村 明菜 
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（別紙１） 

関係法令等の定め 

 

１ 所得税法 

第３４条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山

林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時

の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 

２ 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した

金額（その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金

額に限る。）の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。 

（以下省略） 

２ 所得税法施行令 

（１）平成２３年政令第１９５条による改正前のもの 

１８３条 

１ （省略） 

２ 生命保険契約等に基づく一時金（法第３１条各号（退職手当等とみなす一時金）に掲げるも

のを除く。以下この項において同じ。）の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該

一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 

一 （省略） 

二 当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金（厚生年金保険法第１６５条の２第２項（連合

会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換）の規定により企業年金連合会から移

換された同法第１６５条第５項（連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金

の移換）に規定する年金給付等積立金（以下この号及び第４項において「移換年金給付等積

立金」という。）、確定給付企業年金法第１１０条の２第３項（厚生年金基金の設立事業所に

係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転）の規定により厚生年金基金

から権利義務が承継された同条第４項に規定する移換する積立金（以下この号及び第４項に

おいて「移換積立金」という。）、同法第１１１条第２項（厚生年金基金から規約型企業年金

への移行）又は第１１２条第４項（厚生年金基金から基金への移行）の規定により厚生年金

基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第１３０条の２第２項（年金たる給付及び一

時金たる給付に要する費用に関する契約）に規定する年金給付等積立金（以下この号及び第

４項において「承継年金給付等積立金」という。）、確定給付企業年金法第１１５条の３第２

項（厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換）の規定により厚生年

金基金から移換された同条第１項に規定する脱退一時金相当額（以下この号及び第４項にお

いて「移換脱退一時金相当額」という。）及び確定拠出年金法第５４条第１項（他の制度の

資産の移換）、第５４条の２第１項（脱退一時金相当額等の移換）又は第７４条の２第１項

（脱退一時金相当額等の移換）の規定により移換された同法第２条第１２項（定義）に規定

する個人別管理資産に充てる資産を含む。第４項において同じ。）の総額は、その年分の一

時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額又は個人

型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。 

イ 厚生年金保険法第９章（厚生年金基金及び企業年金連合会）の規定に基づく一時金（法
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第３１条第２号に掲げるものを除く。）に係る同号に規定する加入員の負担した掛金 

ロ 確定給付企業年金法第３条第１項（確定給付企業年金の実施）に規定する確定給付企業

年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金（法第３１条第３号に掲げるものを除

く。）に係る同号に規定する加入者の負担した金額（厚生年金保険法第１６５条の２第２

項の規定により企業年金連合会から移換された移換年金給付等積立金、確定給付企業年金

法第１１０条の２第３項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された移換積立金、

同法第１１１条第２項若しくは第１１２条第４項の規定により厚生年金基金から権利義務

が承継された承継年金給付等積立金又は同法第１１５条の３第２項の規定により厚生年金

基金から移換された移換脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する

金額に限る。） 

ハ 小規模企業共済法第１２条第１項（解約手当金）に規定する解約手当金（第７２条第２

項第３号ロ及びハ（退職手当等とみなす一時金）に掲げるものを除く。）に係る同号イに

規定する小規模企業共済契約に基づく掛金 

ニ 確定拠出年金法附則第２条の２第２項及び第３条第２項（脱退一時金）に規定する脱退

一時金に係る同法第５５条第２項第４号（規約の承認）に規定する個人型年金加入者掛金 

三 （省略） 

３ （省略） 

４ 第１項及び第２項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又

は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。 

（以下省略） 

（２）平成２３年政令第１９５条による改正後のもの 

 平成２３年政令第１９５条による改正により、以下のとおり、所得税法施行令１８３条４項３

号が新たに追加された。 

３ 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人（役員を

含む。次条第３項第１号において同じ。）のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料

又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の

金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもの

のうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額（前２号に掲げるも

のを除く。） 

３ 所得税基本通達 

（１）平成２４年２月１０日付け課個２－１１・課審４－８による改正前のもの（乙１８） 

３４－４ 令第１８３条第２項第２号又は第１８４条第２項第２号に規定する保険料又は掛金の

総額には、その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金

の額（これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、遺贈又は贈与により取得したものと

みなされる一時金又は満期返戻金等に係る部分の金額を除く。）も含まれる。 

（注） 使用者が負担した保険料又は掛金で３６－３２により給与等として課税されなかった

ものの額は、令第１８３条第２項第２号又は第１８４条第２項第２号に規定する保険料

又は掛金の総額に含まれる。 

３６－３２ 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより

当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の
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合計額が３００円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員

又は特定の使用人（これらの者の親族を含む。）のみを対象として当該保険料又は掛金を負担

することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。 

（２）平成２４年２月１０日付け課個２－１１・課審４－８による改正後のもの（乙１９） 

３４－４ 令第１８３条第２項第２号又は第１８４条第２項第２号に規定する保険料又は掛金の

総額（令第１８３条第４項又は第１８４条第３項の規定の適用後のもの）には、以下の保険料

又は掛金の額も含まれる。 

（１）その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者が自ら支出した保険料又は掛金 

（２）当該支払を受ける者以外の者が支出した保険料又は掛金であって、当該支払を受ける者が

自ら負担して支出したと認められるもの 

（注）１ 使用者が支出した保険料又は掛金で３６－３２により給与等として課税されなかっ

たものの額は、上記（２）に含まれる。 

２ （省略） 

４ 国税通則法 

６５条（１～３項省略） 

４ 第１項又は第２項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申

告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかつた

ことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付

すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 

（以下省略） 

６６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、

更正又は決定に基づき第３５条第２項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税額

に１００分の１５の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限

内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

（以下省略） 

以上 
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（別紙２） 

本件各処分により納付すべき税額 

 

１ 本件決定処分 

（１）総所得金額 ２２９５万６４２０円 

 本件における総所得金額は、後記アの給与所得の金額及び後記イの一時所得の金額の２分の１

に相当する金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 給与所得の金額 １３２６万２５００円 

 本件における給与所得の金額は、本件会社から原告に対して支給された給与の収入金額１５

７５万円から所得税法２８条３項（平成２４年３月法律第１６号による改正前のもの。）に基

づき計算した給与所得控除額２４８万７５００円を控除した金額である。 

イ 一時所得の金額 １９３８万７８４０円 

 後記（ア）の金額から後記（イ）及び後記（ウ）の金額を控除した額である。 

（ア）一時所得に係る総収入金額 ２５６５万６４００円 

 本件解約払戻金の額である。 

（イ）収入を得るために支出した金額 ５７６万８５６０円 

 原告支払済保険料７９万４３６０円及び本件対価４９７万４２００円の合計額である。 

（ウ）特別控除の金額 ５０万００００円 

 所得税法３４条３項に基づく一時所得の特別控除額である。 

（２）所得控除額 ２７４万５２３２円 

 後記アないしウの合計額である。 

ア 社会保険料控除の金額 １３５万５２３２円 

 本件会社から原告に対して支給された給与から控除された社会保険料の金額である。 

イ 扶養控除の金額 １０１万００００円 

 所得税法８４条（平成２２年３月法律６号による改正前のもの。）に基づく扶養控除の金額

であり、控除対象扶養親族を２人（うち１人を特定扶養親族）として計算した金額である。 

ウ 基礎控除の金額 ３８万００００円 

 所得税法８６条に基づく基礎控除の金額である。 

（３）課税総所得金額 ２０２１万１０００円 

 上記（１）の総所得金額２２９５万６４２０円から上記（２）の所得控除額２７４万５２３２

円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を

切り捨てた後のもの。）である。 

（４）課税総所得金額に対する税額 ５２８万８４００円 

 上記（３）の課税総所得金額２０２１万１０００円に所得税法８９条１項（平成２５年３月法

律第５号による改正前のもの。）に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

（５）住宅借入金等特別控除の額 ８万４２００円 

 租税特別措置法４１条の２の２第１項に規定する年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の

所得税額の特別控除の金額である。 

（６）源泉徴収税額 １８５万０４００円 

 本件会社が原告に対して支給した給与から源泉徴収した所得税の金額である。 
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（７）納付すべき税額 ３３５万３８００円 

 上記（４）の課税総所得金額に対する税額５２８万８４００円から上記（５）の住宅借入金等

特別控除の額８万４２００円及び上記（６）の源泉徴収税額１８５万０４００円を控除した金額

である。 

２ 本件賦課決定処分 

 納付すべき無申告加算税額 ６４万５０００円 

 本件決定処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額３３５万円（ただし、国税通則法

１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に同法６６条１項の規定に

より１００分の１５の割合を乗じて算出した金額５０万２５００円と、本件決定処分により新たに

納付すべき税額のうち、５０万円を超える部分に相当する金額２８５万円（ただし、同法１１８条

３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に同法６６条２項により１００分の

５の割合を乗じて算出した金額１４万２５００円とを合計した金額である。 

以上 


